
流山市公共建築物等における木材利用促進方針 

 

 

 （目的） 

第 1 この方針は、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律（平成

２２年法律第３６号。以下「法」という。）第９条第 1項の規定により、千

葉県が定めた千葉県内の公共建築物等における木材利用促進方針（平成２

３年３月３１日付け森第２２０５号）に即して、法第９条第２項に掲げる必

要な事項を定め、地域産材を利用した木造化・木質化等を促進することによ

り、流山市民にやすらぎとぬくもりのある健康的で快適な公共空間を提供

するとともに、循環型社会の構築や地球温暖化の防止、林業・木材産業の振

興、森林整備の促進などに資することを目的とする。 

 

 （用語の定義） 

第２ この方針に使用する用語の定義は、次の各号のとおりとする。 

（１）「公共建築物」とは、市又は市が委託等をした者が管理を行い、又は管理

をする見込みのある建築物（外構を含む。）をいう。 

（２）「公共施設における工作物」とは、市又は市が委託等をした者が管理を行

い、又は管理をする見込みのある道路、河川、公園等に係る工作物をいう。 

（３）「木造化」とは、公共建築物の構造耐力上主要な部分（壁、柱、梁、桁、

小屋組み等）の全部又は一部を木造とすることをいう。 

（４）「木質化」とは、公共建築物の内装又は外壁など主要構造部以外に木材を

使用することをいう。 

 

 （木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項） 

第３ 市は法第４条に規定する地方公共団体の責務を踏まえ、自ら率先してそ

の整備する公共建築物等に対して可能な限り木材の利用に努めるものとす

る。 

 

 （公共建築物における木材の利用の目標） 

第４ 公共建築物の新築、増築、改築又は改修に当たっては、次に掲げるものを

除き、低層の公共建築物について、木造化又は木質化を図ることに努めるも

のとする。 

（１）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）、消防法（昭和２３年法律第１

８６号）等の法令、施設の設置基準等により木造化又は木質化が適当でない

と認められる場合 



（２）費用対効果の点で木造化又は木質化が適当でないと認められる建築物 

（３）災害時の活動拠点等を有する災害応急対策活動に必要な建築物 

（４）危険物を貯蔵し、又は使用する建築物 

（５）伝統的建築物その他文化価値の高い建築物又は文化財を所蔵し、又は展示

する建築物等の木造化又は木質化が適当でないと認められる建築物 

（６）その他木造化又は木質化が困難と認められる建築物 

 

 （公共施設における工作物の木材利用の目標） 

第５ 市は、公共施設における工作物の整備に当たっては、次に掲げる場合を除

き、間伐材を含めた木材の利用に努めるものとする。 

（１）工作物の利用目的、安全性、維持管理等を考慮して木材及び木材を原材料

とした製品の利用が困難と認められる場合 

（２）費用対効果の点で木材及び木材を原材料とした製品の利用が適当でない

場合 

（３）その他、木材及び木材を原材料とした製品の利用が困難と認められる場合 

 

 （公共建築物の備品及び消耗品） 

第６ 市は、公共建築物の什器等の整備及び文具類等の消耗品について、機能上

支障がない場合は、木材を原材料とした製品の利用に努めるものとする。 

 

 （優先して利用する木材） 

第７ 市は、市が整備する公共建築物等の木造化又は木質化に当たって利用す

る木材については、可能な限り国産の木材の利用に努め、特に千葉県内の森

林から産出された木材を優先的に利用するよう努めるものとする。また、建

築物における木材の需要の拡大のために、ＣＬＴ（直交集成材）やＬＶＬ（単

板積層材）、木質耐火部材等、新たな木質部材としての活用についても検討

するものとする。 

 

 （木材利用で考慮すべき事項） 

第８ 市は、公共建築物等の整備における木材の利用に当たっては、建築コスト

に加え、維持管理、解体、廃棄等のライフサイクルコストについて十分に考

慮するとともに、利用者のニーズ、木材の利用による付加価値等を考慮し、

これらを総合的に判断するよう努めるものとする。 

 

 （木材利用の啓発及び普及の推進） 

第９ 市は、公共建築物等の木造化及び木質化の推進に当たっては、木材の持つ



良さ及び木材利用の意義について、市民に対する啓発及び普及の推進に努

めるものとする。 

 

 （市内部の体制整備） 

第１０ 市は、木材利用に関する情報の収集、提供のほか取組状況の把握や課題

分析を行う等、公共建築物等の整備における木材利用を進めるための体制

整備に努めるものとする。 

  

 （運用） 

第１１ この方針は、令和２年１０月９日から適用する。 


